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②３号公園の拡大 
7-1 街区 8 画地（25 ㎡）

を宅地から公園用地に

変更し、3 号公園の面積

を 251 ㎡から 276 ㎡に

拡大します。 

事業計画第７回変更において、赤枠内①～⑤の道路・公園・緑地につい 

て変更を行います。今回の事業計画変更に

より、換地位置・形状が変更となる方につ

いては、変更後の換地案が出来次第、個別

にご説明いたします。 

③4-2 号緑地の拡大 
30 街区 2 画地（19 ㎡）を宅

地から緑地に変更し、4-2

号緑地の面積を 342 ㎡か

ら 361 ㎡に拡大します。 

④２号緑地の形状変更 
２号緑地内に設置する擁壁の構造検

討を踏まえて、２号緑地の形状を一部

変更します。 

 

①57 街区周辺の道路の変更 
57 街区南側の計画していた 2 本の区画

道路のうち、1 本を廃止します。 

また、57 街区に隣接して計画していた

道路付帯地を廃止します。 

２．事業計画の変更内容について 

① 

区画道路 
廃止 
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日頃より、飯山満地区土地区画整理事業に御理解と御協力を賜り感謝申し

上げます。 

本事業では平成３０年１０月１９日に事業計画第６回変更（軽微な変更）

を行い、その後、工事設計の精査等により、道路・公園・緑地の形状等につ

いて変更する必要が生じたことから、今回、事業計画第７回変更を行います。

今回の事業計画変更により、一部の宅地において換地位置・形状の変更が

生じます。変更後の換地設計案が出来次第、対象の方へ個別にご説明いたし

ます。 

※事業計画の変更内容については、４ページをご覧ください 

◎事業計画変更案の縦覧について 

○縦覧期間：令和３年２月２日（火）から２月１５日（月） 

午前９時～午後５時（土曜、日曜、祝日も縦覧できます） 

○縦覧場所：船橋市飯山満土地区画整理事務所（船橋市芝山３－１０－３－１０５） 

○その他 ：利害関係者は、３月１日（月）までの間に、今回（第７回）の事業計画

変更案に関して、千葉県知事に対し意見書を提出できます。 

（意見書提出先：千葉県県土整備部都市整備局市街地整備課） 

 

◎本地区における建築制限について 

土地区画整理事業施行区域内の土地に建築物等を建築しようとする場合や土砂等を

搬出入しようとする場合は、土地区画整理法第７６条の規定により制限があり、市長

の許可が必要になります。 

また、本地区の地区計画区域内の土地に建築物を建築しようとする場合等は、「地

区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要となります。 

 

◎飯山満土地区画整理事務所からのお願い 

土地区画整理事業施行区域内の土地について、売買または相続等で所有権が代わっ

た場合、及び引越し等により住所が変更した場合は、御面倒でも当事務所まで御連絡

くださいますようお願いいたします。 

また、事業に関する疑問や御質問などがございましたら、お気軽に飯山満土地区画

整理事務所へ御連絡下さい。 

道路付帯地 
廃止 

宅地（25 ㎡）を 
公園用地に変更 

⑤都市計画道路 

3･4･27 号線 

幅員の変更 
都市計画道路 3･4･27 号

線と沿道に高低差が生じ

る箇所については、道路

幅員（W=16m）の外側に

安全柵等の構造物を設置

する必要があることから、

構造物の設置に必要な用

地 を 含 め た 道 路 幅 員

（W=16.5ｍ～18m）に変更

します。 

 

② 

③ 

宅地（19 ㎡）を 
緑地に変更 

④ 

⑤ 

変更後 
緑地位置 
（赤線） 

変更前 
緑地位置 
（青線） 

変更前 
道路位置 
（青線） 

変更前 
道路位置 
（青線） 

変更後 
道路位置 
（赤線） 

変更後 
道路位置 
（赤線） 

特殊道路 
西側へ 
約 40cm 
変更 

道路幅員：変更前 16m 
変更後：16.5～18m 
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１．現在の事業進捗状況 （令和３年１月時点） 

・工事内容・工期等は変更される場合があります。 

・本事業の工事に伴い、地域住民の皆様に御不便をお掛けしますが、安全 

の確保、早期完成に努めますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

■飯山満駅前交通広場（平成２５年４月竣工） 

２号調節池築造工事 

（千葉県葛南土木事務所発注） 

■１２街区付近の工事の状況 

■飯山満駅南側の工事の状況（都市計画道路 3・4・27 号線周辺） 

■５２街区付近（道路整備等完了） 

１１街区整備工事（その２） 
施工業者：（株）及建 
完成見込み：～本年３月予定 

主な工事：道路築造、宅地造成、 

上下水道管布設 

４．５－４号線整備工事 
施工業者：田丸興業（株） 
完成見込み：～本年５月予定 
主な工事：道路築造、植栽工 

都市計画道路３・４・２７号線整備工事（その１） 

施工業者：（株）風間建設工業所 

完成見込み：～本年２月予定 

主な工事：道路築造、上下水道管布設 

６－２０号線整備工事 
施工業者：（株）及建 
完成見込み：～本年５月予定 

主な工事：道路築造、下水道管布設 

南Ｅ工区整備工事（その２） 
施工業者：櫻工営（株） 
完成見込み：～本年９月予定 
主な工事：街区造成 

都市計画道路３・４・２７号線整備工事（その２） 

施工業者：古橋工業（株） 

完成見込み：～本年５月予定 

主な工事：道路築造、区画線工 


